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【００７５】
　当然ながら、当業者であれば、その時々の要件や偶発的な要件を満足するために、本発
明にかかる自転車用のブレーキディスクに様々な変更や変形を施すことが可能であり、い
ずれにせよ、これら変更や変形の全ては添付の特許請求の範囲により定まる保護範囲に包
含される。
　以下、本発明に含まれる態様を記す。
　　〔態様１〕自転車用のブレーキディスク（１０）であって、
　　－第１の材料からなり、ブレーキパッドと協働するように構成された制動トラック（
３２）を有する第１の部品（３０）と、
　　－第２の材料からなり、（ｉ）前記自転車の車輪のハブ（１２）とカップリングする
環状の径方向内側部位（４２）および（ｉｉ）前記第１の部品（３０）と当該第１の部品
（３０）のうちのそれぞれの複数の連結部位（３４）で連結する複数の径方向外側部位（
４４）を有する第２の部品（４０）と、を備える、ブレーキディスク（１０）において、
　　前記第１の部品（３０）が、さらに、前記制動トラック（３２）に接続された環状の
径方向内側部位（３６）を有し、
　　当該ブレーキディスク（１０）が、
　　前記第１の部品（３０）及び前記第２の部品（４０）の前記環状の径方向内側部位（
３６，４２）を相互圧力下に維持するように前記第１の部品（３０）及び第２の部品（４
０）の当該環状の径方向内側部位（３６，４２）に対して作用する軸方向ロック部材（２
２）、
　　を備えることを特徴とする、ブレーキディスク（１０）。
　　〔態様２〕態様１に記載のブレーキディスク（１０）において、前記第１の部品（３
０）の前記環状の径方向内側部位（３６）が、前記制動トラック（３２）に、前記複数の
連結部位（３４）とは異なる複数の接続アーム（３８）を介して接続されている、ブレー
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キディスク（１０）。
　　〔態様３〕態様１または２に記載のブレーキディスク（１０）において、前記軸方向
ロック部材（２２）が、さらに、前記第２の部品（４０）の前記環状の径方向内側部位（
４２）を前記ハブ（１２）に軸方向に拘束するように構成されている、ブレーキディスク
（１０）。
　　〔態様４〕態様１から３のいずれか一態様に記載のブレーキディスク（１０）におい
て、前記軸方向ロック部材（２２）が、前記第１の部品（３０）の前記環状の径方向内側
部位（３６）に当接している、ブレーキディスク（１０）。
　　〔態様５〕態様１から４のいずれか一態様に記載のブレーキディスク（１０）におい
て、前記第１の部品（３０）の前記環状の径方向内側部位（３６）に、ローレット加工さ
れた軸方向外側面（３６ａ）が設けられている、ブレーキディスク（１０）。
　　〔態様６〕態様１から５のいずれか一態様に記載のブレーキディスク（１０）におい
て、前記第１の部品（３０）の前記環状の径方向内側部位（３６）が、前記第２の部品（
４０）の前記環状の径方向内側部位（４２）と軸方向に少なくとも部分的に並置されてい
る、ブレーキディスク（１０）。
　　〔態様７〕態様４から６のいずれか一態様に記載のブレーキディスク（１０）におい
て、前記軸方向ロック部材が、前記第１の部品（３０）の前記環状の径方向内側部位（３
６）に軸方向に当接しているカラー、および前記カラーから遠ざかるように軸方向に延び
て且つ前記ハブ（１２）とカップリングするように構成されたロックナット（２２）を含
む、ブレーキディスク（１０）。
　　〔態様８〕態様７に記載のブレーキディスク（１０）において、前記カラーと前記ロ
ックナット（２２）とが一体品として形成されている、ブレーキディスク（１０）。
　　〔態様９〕態様２に従属する場合の態様３から８のいずれか一態様に記載のブレーキ
ディスク（１０）において、前記第１の部品（３０）の少なくとも１つの前記接続アーム
（３８）と前記第２の部品（４０）の少なくとも１つの前記径方向外側連結部位（４４）
とが、少なくとも１つの形状カップリング部（６０）を介して互いにカップリングされて
いる、ブレーキディスク（１０）。
　　〔態様１０〕態様９に記載のブレーキディスク（１０）において、前記少なくとも１
つの形状カップリング部（６０）が、前記少なくとも１つの接続アーム（３８）及び前記
少なくとも１つの径方向外側連結部位（４４）のうちの一方に形成されて前記少なくとも
１つの接続アーム（３８）及び前記少なくとも１つの径方向外側連結部位（４４）のうち
の他方の一部を収容する、少なくとも１つの収容座部（６２）を含む、ブレーキディスク
（１０）。
　　〔態様１１〕態様１０に記載のブレーキディスク（１０）において、前記少なくとも
１つの接続アーム（３８）および前記少なくとも１つの径方向外側連結部位（４４）が、
互いに実質的に交差する延在方向に沿って延在する、ブレーキディスク（１０）。
　　〔態様１２〕態様１０または１１に記載のブレーキディスク（１０）において、前記
少なくとも１つの収容座部（６２）が、前記第２の部品（４０）の前記少なくとも１つの
径方向外側連結部位（４４）に形成されており、かつ、当該収容座部（６２）で測定され
る前記第１の部品（３０）の前記少なくとも１つの接続アーム（３８）の軸方向厚さの１
／２以上の軸方向深さを有する、ブレーキディスク（１０）。
　　〔態様１３〕態様１２に記載のブレーキディスク（１０）において、前記収容座部（
６２）が、前記第２の部品（４０）の前記少なくとも１つの径方向外側連結部位（４４）
に形成された、前記第１の部品（３０）の前記少なくとも１つの接続アーム（３８）の一
部により当接される少なくとも１つのショルダー部（６２ａ）を有し、当該ショルダー部
（６２ａ）は、前記第１の部品（３０）の前記少なくとも１つの接続アーム（３８）の延
在方向と実質的に平行な延在方向を有する、ブレーキディスク（１０）。
　　〔態様１４〕態様２または態様２に従属する場合の態様３から１３のいずれか一態様
に記載のブレーキディスク（１０）において、前記第１の部品（３０）のうちの前記制動
トラック（３２）、前記複数の接続アーム（３８）、前記複数の連結部位（３４）および
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前記環状の径方向内側部位（３６）が、実質的に一様な軸方向厚さを有しており、かつ、
実質的に同一平面上にある、ブレーキディスク（１０）。
　　〔態様１５〕態様１から１４のいずれか一態様に記載のブレーキディスク（１０）に
おいて、前記第１の部品（３０）が第１の中央平面に位置し、当該第１の中央平面が前記
第２の部品（４０）の第２の中央平面よりも軸方向外側にあり、前記第１の平面および第
２の平面が互いに平行である、ブレーキディスク（１０）。
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